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一般乗合バスの上限運賃の変更認可について

南海りんかんバス株式会社から令和５年７月１０日付けで申請のあった上限運賃変更

認可申請について、本日（令和５年９月１３日）、申請どおり認可いたしました。

○南海りんかんバス株式会社の改定内容

１．適用する路線

和歌山県北部地域（橋本市、伊都郡高野町、かつらぎ町）

及び奈良県南部地域（吉野郡野迫川村）の一般路線バス

２．変更内容（上限運賃）

現 行 申 請 平均改定率

対キロ区間制運賃

初乗運賃 １４０円 初乗運賃 １６０円 19.63％

基準賃率 42.80円 基準賃率 53.80円

（参考）主な区間の改定後の実施運賃

高野山駅～奥の院前 林間田園都市駅前～橋本市民病院前

改訂後 ５１０円 ３５０円

改定前 ４２０円 ２９０円

３．実施予定年月日

令和５年１０月１日
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